
2026(R8)年度 ⿃取県広域移動販売支援事業費補助⾦

１．移動販売⾞等導⼊支援
特に中⼭間地域や店舗が不⾜している地域において必要な⾷料を中⼼とした⽣活物資を供給し、県内の複数市町村

にまたがるエリアで販売する移動販売⾞等の導入等を⽀援

１）補助対象経費 （１）⾞両の購入に要する経費
（２）事業に必要な設備・備品等の購入、修繕に要する経費
（３）上記（１）と一体的に実施される事業（ＰＲ活動等）に要する経費
（４）その他事業に必要な経費

２）事業実施主体 県内の複数市町村にまたがる移動販売事業を⾏う者

３）県補助限度額 １事業あたり500万円（補助率︓県１／２）
（更新は１台あたり300万円（補助率︓県１／３）

移動販売エリアが県内の複数市町村にまたがる移動販売事業者を⽀援します。
※販売エリアの市町村への確認が補助条件
※移動販売エリアを単独市町村とする事業者については、⿃取県買物環境確保推進交付⾦で対応（市町村経由）

２．移動販売⾞運営費支援

１）補助対象経費 燃料費／⾞検費⽤／修理費／備品購入費（冬⽤タイヤ等）／リース料
２）事業実施主体 県内の複数市町村にまたがる移動販売事業を⾏う者
３）県補助限度額 １台あたり100万円（１年目）、70万円（２年目）、40万円（３年目以降）

（補助率︓市町負担額の１／２）

交付３年目以降交付２年目交付１年目
補助対象経費×1/2
上限400千円／台

補助対象経費×1/2
上限700千円／台

補助対象経費×1/2
上限1,000千円／台

一
般交

付
額

⾒守り協定業者かつ辺地等集落対象事業者
・補助対象経費×1/2（上限1,000千円／台）

特
例

＜共通事項＞
（注１）⾷料品（加⼯⾷品、⽣鮮⾷品）及び⽇⽤品に係る広範（概ね１０品目以上とし、⽇本⾷品標準成分表２０２０

年版（⼋訂）表１「⾷品群別収載⾷品数」に定める⾷品群の一類を一品目とみなす。）かつ多数の商品を積載し、予
め定めた販売ルートに従い、恒常的に移動販売を実施する移動販売⾞を対象とする。

（注２）補助限度額は、「２ 補助対象経費」欄に掲げるものに対する補助⾦の合計額で適⽤する。

特に中⼭間地域や店舗が不⾜している地域において必要な⾷料を中⼼とした⽣活物資を供給する移動販売⾞の運営
費を⽀援


